
令和7年5月22日（木）
川合 孝典 議員（民主）

参・法務委員会
対法務当局（法制部）

5問 本法律案には､民事裁判情報の削除に関する規定がないが、

指定法人の保有する仮名処理前の民事裁判情報の管理方針に

ついて、法務当局に問う。

○ 仮名処理前の民事裁判情報（保有民事裁判情報）は、訴訟関

係者の氏名や住所等の情報を含むものであり､有識者検討会(民

事判決情報データベース化検討会）では、利用の必要がなくな

ったときは遅滞なく削除すべきとも指摘されているが、その保

管期間については、

・ 仮名処理の訂正等のために引き続き利用する必要性

必要な安全管理措置を講じつつ保管するコスト●

等を考慮して、今後、指定法人において検討されることとなる。

保有民事裁判情報の保管期間については、安全管理措置に関○

わるものとして指定法人の業務規程において定められることと

なると考えられ、法務省としては、業務規程の認可等に際し、

有識者検討会の指摘も踏まえつつ､適切に監督してまいりたい。

(参考1）仮名処理前の民事裁判情報の取扱いについて（民事判決情報デ

ータベース化検討会報告書抜粋（第5．5(7)ア・イ〔39～40ペー

ジ〕）

(7)仮名処理前後の民事裁判情報の消去について

仮名処理前の民事裁判情報には個人の氏名や住所等が記録されておア

り、訴訟関係者の権利利益に配慮して漏えい等を防止するという観点か

できる限り速やかに、かつ、確実に消去されるのが望ましい里らは、

もっとも、本検討会においては、民事裁判情報の公共財としての側面

に着目し、仮名処理前の民事裁判情報についても、どこかの機関におい

て適切に管理・保存されるべきであるという意見があった。しかしなが

ら、このような観点からは、裁判書自体が裁判所において民事裁判記録
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の一部として保管され､保存期間経過後は順次国立公文書館に移管され

ることから、仮名処理前の民事裁判情報に｡ついて、情報管理機関やその
他の機関において重複して保管する必要はないと考えられる。

そこで、情報管理機関は、仮名処理前の民事裁判情報について、利用

の必要がなくなったときは､遅滞なく削除すべきである｡

イ 仮名処理前の民事裁判情報の具体的な保管期間については､利用の必

要性等を勘案して定められるべきものであるが、本検討会においては、

情報管理機関から提供された情報を利用者が入手して仮名処理の誤り

等に気付いて是正の申出をするのに通常要すると想定される期間を踏

まえて利用者への提供から1年程度とする意見があったほか、いわゆる

改め文方式で作成された控訴審判決について、仮に情報管理機関が原審

判決に溶け込ませるよう加工して提供を実施することになった場合に

は、こうした加工に要する期間を勘案する必要があり、1年程度の保管

期間では足りないのではないかとの意見があった

(参考2）令和7年4月25日衆議院法務委員会における柴田勝之議員に

対する松井信憲政府参考人の答弁

○ 松井政府参考人 お答え申し上げます。

保有民事裁判情報は、訴訟関係者の氏名や住所など仮名処理前の情

報を含むものであり、有識者検討会では、利用の必要がなくなったと

きは遅滞なく削除をすべきとも指摘されておりますが、その保管期間

については、仮名処理の訂正などのために引き続き利用する必要性や

必要な安全管理措置を講じつつ保管するコスト等を考慮して、今後、

指定法人において検討することとなりま土生

これに対し、仮名加工民事裁判情報は、基幹となるデータベースを

構成するものとして、できる限り長期間保管され、利用者の用に供さ

れるのが望ましいと考えられますが、有識者検討会では、保管に要す

る費用等の観点から一定の限度があるのもやむを得ないとの指摘が

ございました。

これら保有民事裁判情謹や仮名加工民事裁判情報の保管期間につ

いては、まずは指定法人において検討されるべき事項ではあります

が、まず保有民事裁判情報については安全管理措置に関わるものであ

り、また、仮名加工民事裁判情報については民事裁判情報管理提供業
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務の在り方そのものに関わるものでございますので、具体的には法務

省令や業務規程の定めによることとなりますが、 業務規程の認可、本

法案の第八条第一項などを通じて、その在り方が適切なものとなるよ

う対応してまいりたいと考えております。

（参照条文)

○ 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案

（定義等）

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。

一 （略）

二 保有民事裁判情報 第五条第二項に規定する指定法人が第七条第一

項の規定により最高裁判所から提供を受けた電磁的記録に記録されて

いる民事裁判情報であって、当該指定法人が保有しているものをいう。

三 仮名加工民事裁判情報 保有民事裁判情報に含まれる特定の個人

（当該保有民事裁判情報に係る裁判をした裁判官その他この号に規定

する措置を講じなくてもその権利利益を害するおそれが少ないと認め

られるものとして法務省令で定める者を除く。以下この号及び第十三

条において同じ。）の氏名、生年月日その他の特定の個人を識別する

ことができることとなる情報及び個人識別符号（個人情報の保護に関

する法律（平成十五年法律第五十七号）第二条第二項に規定する個人

識別符号をいう。以下この号において同じ。）の全部又は一部を削除

する措置（当該情報及び個人識別符号を復元することのできる規則性

を有しない方法により他の情報に置き換えることを含む。）を講じて

他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないよう

に保有民事裁判情報を加工して得られる情報をいう。

四 （略）

2 （略）

（業務）

第六条 指定法人は、この法律及び第八条第一項に規定する業務規程の定

めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。

二 （略）

三 保有民事裁判情報、第二条第一項第三号に規定する措置によって保
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有民事裁判情報から削除した情報（第二十条において「削除情報」と

いう。）、第十三条第一項の規定により行った加工の方法に関する情

報、仮名加工民事裁判情報及び次条第二項に規定する収集整理した民

事裁判関連情報（以下「保有民事裁判情報等」という。）を管理する

こと。

四 （略）

2 （略）

（業務規程）

第八条 指定法人は、基本方針に従って、民事裁判情報管理提供業務に関

する規程（以下この条及び第十八条第一項第四号において「業務規程」

という。）を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。これを変

更しようとするときも、同様とする｡

2 業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

二 （略）

三 保有民事裁判情報等の漏えい、滅失又は殼損の防止その他の保有民

事裁判情報等の安全管理に関する事項

四五 （略）

六 前各号に掲げるもののほか、民事裁判情報管理提供業務の実施に必

要な事項として法務省令で定める事項

3 法務大臣は、第一項の認可をした業務規程が民事裁判情報管理提供業

務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定法人に

対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

（監督命令）

第十六条 法務大臣は、民事裁判情報管理提供業務の適正な実施を確保す

るため必要があると認めるときは、指定法人に対し、その業務に関し監

督上必要な命令をすることができる。

４
可


